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○秩父市立図書館資料複写実費徴収規則

平成27年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市立図書館(以下「図書館」という。)の利用者が学術研究又は学

習に供するため、図書館の所蔵する資料(以下「資料」という。)を複写する場合における

実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の額)

第2条 徴収する実費の額は、1面につき10円(カラー複写にあっては、50円)とする。

(申込み)

第3条 資料を複写しようとする者は、資料複写申込書(別記様式)に実費を添えて、図書館

長に申し込まなければならない。

(実費の不還付)

第4条 既納の実費は、還付しない。

(実費の減免)

第5条 市長は、特別な理由により必要と認めたときは、徴収する実費を減額し、又は免除

することができる。

(複写の拒否)

第6条 図書館長は、資料を複写することが不適当と認めたときは、これを拒否することが

できる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の秩父市立図書館資料複写実費徴収規則(平成17年秩父市教

育委員会規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされたものとみなす。
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別記様式(第3条関係)


